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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　障害物との衝突の可能性の程度に応じて、前記衝突を回避するための支援処理を実行す
る支援部（Ｓ１２０～Ｓ１７０）と、
　自車が従うべき信号機に接近している場合（Ｓ２１０，ＹＥＳ）、且つ、運転者にとっ
て前記信号機を視認しにくい状況である場合に（Ｓ２２０，ＹＥＳ）、前記可能性の程度
とどのように前記支援処理を実行するかとの関係を決定する条件である作動条件を、初期
条件とは異なる条件に設定する設定部（Ｓ２１０～Ｓ２６０）と、
　を備え、
　前記支援部は、前記作動条件が前記初期条件に設定されている場合、且つ、前記可能性
の程度が所定程度である場合に、第１の支援処理を実行し、
　前記設定部は、交差点に進入することを前記信号機が禁止している場合（Ｓ２４０，Ｎ
Ｏ）、且つ、前記可能性の程度が前記所定程度である場合に、前記第１の支援処理よりも
強く支援する第２の支援処理が実行されるように前記作動条件を前記初期条件とは異なる
条件に設定する衝突回避支援装置。
【請求項２】
　障害物との衝突の可能性の程度に応じて、前記衝突を回避するための支援処理を実行す
る支援部（Ｓ１２０～Ｓ１７０）と、
　自車が従うべき信号機に接近している場合（Ｓ２１０，ＹＥＳ）、且つ、運転者にとっ
て前記信号機を視認しにくい状況である場合に（Ｓ２２０，ＹＥＳ）、前記可能性の程度
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とどのように前記支援処理を実行するかとの関係を決定する条件である作動条件を、初期
条件とは異なる条件に設定する設定部（Ｓ２１０～Ｓ２６０）と、
　を備え、
　前記支援部は、前記初期条件に設定されている場合、且つ、前記可能性の程度が所定程
度である場合に、第１の支援処理を実行し、
　前記設定部は、交差点に進入することを前記信号機が許可している場合（Ｓ２４０，Ｙ
ＥＳ）、且つ、前記可能性の程度が前記所定程度である場合に、前記第１の支援処理より
も弱く支援する第２の支援処理が実行されるように前記作動条件を前記初期条件とは異な
る条件に設定する衝突回避支援装置。
【請求項３】
　前記設定部は、運転者が前記信号機の表示を視認していないことを必要条件として（Ｓ
２３０，ＹＥＳ）、前記作動条件を前記初期条件とは異なる条件に設定する
　請求項１または請求項２に記載の衝突回避支援装置。
【請求項４】
　前記設定部は、交差点に進入することを前記信号機が許可しているか禁止しているかを
、路車間通信によって取得する
　請求項１から請求項３までの何れか一項に記載の衝突回避支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、衝突回避支援に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、自車両の前方に信号機の有る交差点が有ると判定された場合には、不要
な衝突可能性判定処理を実行しないようにする技術を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－７６００６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記先行技術の場合、運転者が信号機を視認していることを前提にしている。しかし、
運転者が信号機を視認していない場合は、あり得る。このような場合に、より適切に、衝
突回避の支援を実行することが好ましい。本開示は、上記を踏まえ、運転者にとって信号
機を視認しにくい状況である場合に、適切に衝突回避の支援を実行することを解決課題と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示の一形態は、障害物との衝突の可能性の程度に応じて、前記衝突を回避するため
の支援処理を実行する支援部（Ｓ１２０～Ｓ１７０）と、自車が従うべき信号機に接近し
ている場合（Ｓ２１０，ＹＥＳ）、且つ、運転者にとって前記信号機を視認しにくい状況
である場合に（Ｓ２２０，ＹＥＳ）、前記可能性の程度とどのように前記支援処理を実行
するかとの関係を決定する条件である作動条件を、初期条件とは異なる条件に設定する設
定部（Ｓ２１０～Ｓ２６０）と、を備える衝突回避支援装置である。前記支援部は、前記
作動条件が前記初期条件に設定されている場合、且つ、前記可能性の程度が所定程度であ
る場合に、第１の支援処理を実行する。前記設定部は、交差点に進入することを前記信号
機が禁止している場合（Ｓ２４０，ＮＯ）、且つ、前記可能性の程度が前記所定程度であ
る場合に、前記第１の支援処理よりも強く支援する第２の支援処理が実行されるように前
記作動条件を前記初期条件とは異なる条件に設定する。
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　また、本開示の他の形態は、障害物との衝突の可能性の程度に応じて、前記衝突を回避
するための支援処理を実行する支援部（Ｓ１２０～Ｓ１７０）と、自車が従うべき信号機
に接近している場合（Ｓ２１０，ＹＥＳ）、且つ、運転者にとって前記信号機を視認しに
くい状況である場合に（Ｓ２２０，ＹＥＳ）、前記可能性の程度とどのように前記支援処
理を実行するかとの関係を決定する条件である作動条件を、初期条件とは異なる条件に設
定する設定部（Ｓ２１０～Ｓ２６０）と、を備える衝突回避支援装置である。前記支援部
は、前記初期条件に設定されている場合、且つ、前記可能性の程度が所定程度である場合
に、第１の支援処理を実行する。前記設定部は、交差点に進入することを前記信号機が許
可している場合（Ｓ２４０，ＹＥＳ）、且つ、前記可能性の程度が前記所定程度である場
合に、前記第１の支援処理よりも弱く支援する第２の支援処理が実行されるように前記作
動条件を前記初期条件とは異なる条件に設定する。
【０００６】
　この形態によれば、運転者にとって信号機を視認しにくい状況である場合に、適切に衝
突回避の支援を実行できる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】自動車を示すブロック構成図。
【図２】衝突回避支援処理を示すフローチャート。
【図３】条件設定処理を示すフローチャート。
【図４】信号機が設置された交差点での様子を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図１に示された自動車１０は、情報取得装置群２０と、制御装置３０と、タッチパネル
４０と、アクチュエータ群５０とを備える。情報取得装置群２０は、通信機２１と、ＧＮ
ＳＳ受信機２２と、ドライバステータスモニタ２３と、カメラ２４と、ミリ波センサ２５
と、車速センサ２６と、超音波センサ２７と、レーザセンサ２８と、赤外線センサ２９と
を備える。
【０００９】
　通信機２１は、路側機と通信する。通信機２１と路側機との通信は、路車間通信のため
に実行される。ＧＮＳＳ受信機２２は、現在地を取得するために、航法信号を受信する。
【００１０】
　ドライバステータスモニタ２３は、運転者の顔画像から運転状態を検出するための装置
である。ドライバステータスモニタ２３は、カメラとＥＣＵとスピーカとを備える。この
カメラは、近赤外線カメラである。
【００１１】
　ドライバステータスモニタ２３は、自動車１０のメータバイザの下に搭載される。ドラ
イバステータスモニタ２３は、カメラで撮影した顔画像をもとに、ＥＣＵが顔の向きや眼
の開き具合等を解析し、決められた時間、眼を閉じたり、正面を向いていない状態が続い
たりすると、内蔵するスピーカから警告音を出力する。ドライバステータスモニタ２３は
、上記した顔の向きの解析結果を、制御装置３０に入力する。
【００１２】
　本実施形態におけるカメラ２４は、単眼カメラである。カメラ２４は、自動車１０の前
方を撮像する。
【００１３】
　ミリ波センサ２５は、ＦＭＣＷ方式のいわゆるミリ波レーダとして構成される。ミリ波
センサ２５は、周波数変調されたミリ波帯のレーダ波を送受信して、そのミリ波を反射し
た物標の存在、方位、および、距離を検出することができる。ミリ波センサ２５がミリ波
を送信する領域は、自動車１０の前方を含む。
【００１４】
　車速センサ２６は、自動車１０の車速を検出する。超音波センサ２７、レーザセンサ２
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８および赤外線センサ２９は、それぞれ周知の構成を有するセンサである。これらのセン
サも、ミリ波センサ２５と同様に、自動車１０の前方に存在する物標を検出できる。
【００１５】
　タッチパネル４０は、経路案内装置や、オーディオ装置などの入出力インタフェースと
して機能する。
【００１６】
　アクチュエータ群５０は、制動装置５１と、ワイパー５３と、警告装置５４とを備える
。制動装置５１は、ブレーキペダル５２を備える。制動装置５１は、ブレーキペダル５２
の踏み込み量に応じた強さのブレーキを掛ける。
【００１７】
　ワイパー５３は、自動車１０のフロントガラスを払拭する。警告装置５４は、障害物等
に衝突する可能性がある場合、運転者に警告を発する。警告装置５４は、シートベルトを
引っ張る装置（以下、引っ張り装置）と、スピーカとを備える。引っ張り装置は、運転席
のシートベルトを巻き取る向きにシートベルトを引っ張ることによって、運転者に警告を
発する。スピーカは、警告音を出力する。
【００１８】
　制御装置３０は、複数のＥＣＵと、地図情報３１及びプログラムを記憶する記憶媒体と
によって構成される。上記のプログラムは、後述する衝突回避支援処理および条件設定処
理を実現するためのものである。
【００１９】
　制御装置３０は、情報取得装置群２０とタッチパネル４０とから取得した情報に基づき
、タッチパネル４０の表示とアクチュエータ群５０とを制御する。以下、制動装置５１及
び警告装置５４の制御について説明する。
【００２０】
　制御装置３０は、図２に示す衝突回避支援処理を繰り返し実行する。制御装置３０は、
まずＳ１１０として、作動条件を読み出す。作動条件とは、どの程度の可能性に対して、
制動装置５１及び警告装置５４をどのように作動させるのかの関係を決定する条件である
。制御装置３０は、後述する条件設定処理によって、作動条件を変更する。デフォルトの
作動条件を、初期条件と呼ぶ。
【００２１】
　次に制御装置３０は、Ｓ１２０に進み、衝突の可能性がレベル１以上であるかを判定す
る。衝突の可能性のレベル（以下、単にレベルという）は、本実施形態においては、レベ
ル０～３の４段階が用意されている。各レベルがどの程度の可能性であるのかは、作動条
件に依存する。本実施形態においては、カメラ２４、ミリ波センサ２５及び車速センサ２
６によって取得された情報に基づき、可能性が判定される。可能性は、例えば、障害物ま
での距離で決定される。後述するように、レベルが高くなるに連れて、衝突回避をより強
く支援する。
【００２２】
　制御装置３０は、レベル０である場合、Ｓ１２０においてＮＯと判定し、Ｓ１１０から
衝突回避支援処理を繰り返す。
【００２３】
　制御装置３０は、レベル１以上である場合、Ｓ１２０においてＹＥＳと判定し、Ｓ１３
０に進んで、警告装置５４を用いて運転者に警告を発する。
【００２４】
　制御装置３０は、Ｓ１３０の後、Ｓ１４０に進み、衝突の可能性がレベル２以上である
かを判定する。
【００２５】
　制御装置３０は、レベル１である場合、Ｓ１４０においてＮＯと判定し、Ｓ１１０から
衝突回避支援処理を繰り返す。
【００２６】
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　制御装置３０は、レベル２以上である場合、Ｓ１４０においてＹＥＳと判定し、Ｓ１５
０に進んで、制動装置５１を制御して１次ブレーキの作動を開始する。１次ブレーキとは
、後述する２次ブレーキよりも、制動力が弱い自動ブレーキである。
【００２７】
　制御装置３０は、Ｓ１５０の後、１次ブレーキを継続しつつ、Ｓ１６０に進み、衝突の
可能性がレベル３であるかを判定する。
【００２８】
　制御装置３０は、レベル２である場合、Ｓ１６０においてＮＯと判定し、Ｓ１１０から
衝突回避支援処理を繰り返す。
【００２９】
　制御装置３０は、レベル３である場合、Ｓ１６０においてＹＥＳと判定し、Ｓ１７０に
進んで、制動装置５１を制御して２次ブレーキを作動させる。２次ブレーキとは、衝突の
可能性が差し迫った場合に、強い制動力で実施する自動ブレーキである。
【００３０】
　制御装置３０は、Ｓ１７０を実行した場合、可能性が回避された後、Ｓ１１０から衝突
回避支援処理を繰り返す。
【００３１】
　一方で、制御装置３０は、図３に示された条件設定処理を繰り返し実行する。条件設定
処理は、先述した作動条件を変更するための処理である。
【００３２】
　制御装置３０は、まずＳ２１０として、自動車１０が従うべき信号機に、自動車１０が
接近しているかを判定する。自動車１０が従うべき信号機とは、予想される走行ルートに
位置する信号機のことである。制御装置３０は、地図情報３１及び自動車１０の現在地に
基づき、Ｓ２１０を実行する。地図情報３１は、信号機の位置を示す情報を含む。
【００３３】
　信号機の設置位置は、交差点に限られない。交差点以外に設置される信号機は、例えば
、押しボタン式信号機である。押しボタン式信号機は、歩行者の横断要求に応じて、自動
車が従うべき信号機の表示を変更する。
【００３４】
　交差点に設置される信号機と、交差点以外に設置される信号機との何れも、青を表示す
ることによって、当該信号機に対応する停止線を越えることを許可し、赤を表示すること
によって、当該信号機に対応する停止線を越えることを禁止する。但し以下では、交差点
に設置される信号機を例にとって、停止線を越えることを、交差点への進入と表現する。
【００３５】
　制御装置３０は、Ｓ２１０において、自動車１０が従うべき信号機（以下、単に信号機
という）を基準にした所定領域に自動車１０が位置することを満たす場合、ＹＥＳと判定
する。所定領域とは、信号機までの走行距離が所定距離未満になってから、その信号機に
対応する停止線を通過するまでの領域のことである。
【００３６】
　制御装置３０は、Ｓ２１０でＮＯと判定した場合、Ｓ２９０に進み、作動条件を初期条
件に設定する。Ｓ２９０を実行する前から作動条件が初期条件に設定されている場合、制
御装置３０は、Ｓ２９０においては実質的に何も実行しない。その後、制御装置３０は、
再度、Ｓ２１０から条件設定処理の実行を繰り返す。
【００３７】
　制御装置３０は、Ｓ２１０でＹＥＳと判定した場合、Ｓ２２０に進み、運転者にとって
信号機が視認し難いかを判定する。本実施形態におけるＳ２２０の判定は、カメラ２４に
よって撮像された画像に基づき実行される。図４に示すように、大型トラック２００が自
動車１０の前方を走行している場合、カメラ２４によって撮像された画像には、信号機が
映らないときがある。このように信号機が映っていない場合、制御装置３０は、運転者に
とって信号機が視認し難いと判定する。一方、カメラ２４によって撮像された画像に信号



(6) JP 6760231 B2 2020.9.23

10

20

30

40

50

機が映っている場合、制御装置３０は、運転者にとって信号機が視認し難くないと判定す
る。
【００３８】
　制御装置３０は、Ｓ２２０でＮＯと判定した場合、Ｓ２９０に進む。制御装置３０は、
Ｓ２２０でＹＥＳと判定した場合、Ｓ２３０に進み、運転者が信号機を視認しているかを
判定する。本実施形態におけるＳ２３０の判定は、ドライバステータスモニタ２３によっ
て撮像された顔画像に基づき実行される。具体的には、制御装置３０は、運転者が前方を
見ていると顔画像に基づき判定した場合、運転者は信号機を視認していると判定し、それ
以外の場合、運転者は信号機を視認していないと判定する。
【００３９】
　制御装置３０は、Ｓ２３０でＹＥＳと判定した場合、Ｓ２９０に進む。制御装置３０は
、Ｓ２３０でＮＯと判定した場合、Ｓ２４０に進み、交差点への進入を信号機が許可して
いるかを判定する。Ｓ２４０の判定には、路車間通信によって取得した情報が用いられる
。路車間通信によって取得される情報は、信号機の点灯状況を示す情報を含む。図４は、
信号機３００の点灯状況を送信する路側機３１０を示す。
【００４０】
　信号機による許可については法規に基づく。例えば日本の場合であれば、信号機の青信
号が点灯していれば、交差点への進入は許可される。さらに、信号機の矢印が点灯してい
る場合、その矢印に従った経路に対応する車線を自動車１０が走行していれば、交差点へ
の進入は許可される。
【００４１】
　交差点への進入が禁止されている場合、制御装置３０は、Ｓ２４０でＮＯと判定し、Ｓ
２５０に進む。制御装置３０は、Ｓ２５０として、作動条件を第１条件に設定する。第１
条件は、初期条件に比べ、衝突回避を強く支援するための条件である。例えば、初期条件
であればレベル２と判定された状況が、第１条件であればレベル３と判定される。
【００４２】
　交差点への進入が許可されている場合、制御装置３０は、Ｓ２４０でＹＥＳと判定し、
Ｓ２６０に進む。制御装置３０は、Ｓ２６０として、作動条件を第２条件に設定する。第
２条件は、初期条件に比べ、衝突回避を弱く支援するための条件である。例えば、初期条
件であればレベル２と判定された状況が、第２条件であればレベル１と判定される。
【００４３】
　制御装置３０は、Ｓ２５０又はＳ２６０を実行した後、Ｓ２１０から条件設定処理を繰
り返す。
【００４４】
　以上に説明した実施形態によれば、運転者が信号機を視認しにくい状況において、衝突
回避の支援を適切に実行できる。例えば、図４に示した状況であると、運転者は、信号機
を視認していないにも関わらず、前方車両に追従して交差点に進入してもよいと判断する
場合がある。この場合に、信号機が赤を表示していると、交差点内において、衝突の可能
性が高まる。このような状況に備え、本実施形態においては第１条件に設定することによ
って、安全性を高めている。
【００４５】
　一方、図４に示した状況において信号機が青を表示している場合、後続車両に追突され
る可能性などを考慮すると、自動ブレーキの作動を抑制した方が安全性が高まることがあ
る。さらに、前方車両が右左折しようとしている場合に、自動ブレーキの作動が不要なこ
とがある。このような状況を想定し、本実施形態においては信号機が青を表示している場
合、第２条件に設定することによって安全性を高めている。
【００４６】
　さらに、第１条件および第２条件の何れかに設定することは、運転者が信号機の表示を
視認していないことを必要条件としているため、運転者が信号機の表示を視認している場
合には、初期条件が維持される。これによって、条件の変更が必要以上に発生することが
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回避される。
【００４７】
　実施形態と特許請求の範囲との対応関係を述べる。衝突回避支援処理は支援部に、条件
設定処理は設定部に、制御装置３０は衝突回避支援装置に対応する。
【００４８】
　本開示は、本明細書の実施形態に限られるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲に
おいて種々の構成で実現できる。例えば、発明の概要の欄に記載した各形態中の技術的特
徴に対応する実施形態中の技術的特徴は、先述の課題の一部又は全部を解決するために、
或いは、先述の効果の一部又は全部を達成するために、適宜、差し替えや、組み合わせが
できる。その技術的特徴が本明細書中に必須なものとして説明されていなければ、適宜、
削除できる。例えば、以下のものが例示される。
【００４９】
１．衝突の可能性の判定
　衝突の可能性の判定には、超音波センサ２７及びレーザセンサ２８の少なくとも何れか
を用いてもよい。或いは、ステレオカメラに変更したカメラ２４を用いてもよい。
【００５０】
２．信号機に接近していることの判定
　路車間通信から取得される情報に基づき実行してもよい。
　カメラ２４によって横断歩道を検出した場合に、交差点付近に位置すると判定してもよ
い。
　ディープラーニングやピクセルセグメンテーション等の技術により、前方画像情報から
、交差点付近に位置することを判定してもよい。
【００５１】
３．信号機が見えにくいことの判定
　運転席の前方から太陽光が入射する場合に、信号機が見えにくいと判定してもよい。運
転席の前方から太陽光が入射することは、カメラ２４を用いて判定してもよい。
【００５２】
　雨、雪などの悪天候時に、信号機が見えにくいと判定してもよい。悪天候時であること
は、ワイパー５３が作動していることに基づき判定してもよい。
【００５３】
　信号機付近に別の光源が存在する場合に、信号機が見えにくいと判定してもよい。信号
機付近に別の光源が存在するか否かは、カメラ２４を用いて判定してもよい。別の光源と
は、例えば、街灯や歩行者用信号が挙げられる。
【００５４】
　「先行車両の高さ、距離」、「信号機の位置、幅、高さ情報」及び「運転席が自動車の
中心よりも右か左かの情報」の少なくとも何れか１つを取得し、信号機が視野に入るか否
かを幾何的に判断する際の精度を向上させてもよい。「先行車両の高さ、距離」は車車間
通信によって取得してもよい。「信号機の位置、幅、高さ情報」は、路車間通信によって
取得してもよい。「運転席が自動車の中心よりも右か左かの情報」は、予め制御装置３０
が記憶してもよい。
【００５５】
４．運転者が信号機の表示を視認しているかの判定
　自動車１０の付近に事故車両や、緊急自動車が走行する場合は、よそ見をしたと判断し
、信号機を見逃したと判定してもよい。緊急自動車は、例えば、警察車両や救急車、消防
車などである。
【００５６】
　タッチパネル４０の操作を検知した際は、よそ見をしたと判断し、信号機を見逃したと
判定してもよい。タッチパネル４０の操作は、例えば経路案内機能やオーディオ機能の操
作のために実行される。
【００５７】
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　信号機の表示と、自動車１０の挙動との関係に基づき、信号機の表示を視認できたかを
判定してもよい。例えば、青信号の場合に減速したときは、信号機の表示を運転者は視認
していないと判定してもよい。或いは、赤信号の場合に加速したり速度を維持したりした
ときに、信号機の表示を運転者は視認していないと判定してもよい。
【００５８】
５．条件設定
　初期条件から条件を変更する支援の内容は、警告と自動ブレーキとの少なくとも何れか
一方でもよい。
　警告と自動ブレーキとの両方を変更する場合、実施形態とは異なり、支援の強度をどの
程度、変更するかを個別に設定してもよい。
【００５９】
　信号の表示が切り替わるタイミングを示す情報に基づき、衝突判定の緩和度合いや緩和
可否を変更してもよい。例えば、信号機の表示が赤から青に切り替わるまでの時間が短い
場合、警告やブレーキを実施しなくてもよい。上記の情報は、路車間通信によって取得し
てもよい。
【００６０】
　信号機の表示と自動車の挙動との整合性に応じて、条件を設定してもよい。例えば、青
信号の場合に減速しているときは、初期条件に設定してもよい。或いは、赤信号の場合に
速度が維持されているときは、第２条件に設定してもよい。
【００６１】
　信号機の表示は、カメラ２４によって検出してもよいし、路車間通信を利用して検出し
てもよいし、車車間通信を利用して検出してもよい。
【００６２】
　信号機の表示の判定方法に応じて、支援の強弱をどの程度、変更するかを決定してもよ
い。例えば、カメラ２４の場合は、通信の場合に比べると、誤判定の可能性が高いので、
支援の変更度合いを抑制してもよい。
【００６３】
　上記実施形態において、ソフトウエアによって実現された機能及び処理の一部又は全部
は、ハードウエアによって実現されてもよい。また、ハードウエアによって実現された機
能及び処理の一部又は全部は、ソフトウエアによって実現されてもよい。ハードウエアと
しては、例えば、集積回路、ディスクリート回路、または、それらの回路を組み合わせた
回路モジュールなど、各種回路を用いてもよい。
【符号の説明】
【００６４】
３０　制御装置
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